
【令和7年4月・10月 育児介護休業法 
段階的改正 ざっと解説セミナー】

←厚生労働省リーフレット
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和７（2025）年４月１日から段階的に施行



はじめに

育児介護休業法改正の目的
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目的１：子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現
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目的２：介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
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本日お伝えすること（除く▲努力義務,△従業員数300人超）

 令和７（２０２５）年４月１日から施行

 ① 子の看護休暇の見直し

 ② 所定労働の制限（残業免除）の対象拡大
 ▲③ 短時間勤務制度（３歳未満）の代替措置にテレワーク追加

 ▲④ 育児のためのテレワーク導入

 △⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

 ⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

 ⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

 ⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
 ▲⑨ 介護のためのテレワーク導入
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本日お伝えすること

 令和７（２０２５）年１０月１日から施行

 ⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

 ⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 令和７（２０２５）年４月１日から施行

 出生後休業支援給付金

 育児時短休業給付
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企
業
の
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

⑥介護休暇を取得できる労働者
の要件緩和

規程の改定・届出　　

⑦介護離職防止のための雇用環境整備 　　　　実施措置検討　　　　　実施の準備　　

⑧介護離職防
止のための個
別の周知・意
向確認等

個別周知・意向確認の書面等の
準備

書面等の作成　　

４０歳のタイミングでの早期情報
提供の書面等の準備

書面等の作成　　

労使協定の
締結

①⑥子の看護休暇、介護休暇の適用
除外協定の再締結

労使協定締結　　

⑩柔軟な働き方を実現するための措置等 規程の改定・届出　　

就業規則等
の改定

①子の看護休暇の見直し 規程の改定・届出　　

②所定外労働の制限の対象拡大 規程の改定・届出　　

企業の対応
令和7年（2025年）
4/1（施行日）

令和7年（2025年）
10/1（施行日）

改
正
法

施
行
・

運
用

改
正
法
施
行
・
運
用

改
正
法
施
行
・
運
用



就業規則等の改定

労使協定の締結
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① 子の看護休暇の見直し
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② 所定労働の制限（残業免除）の対象拡大

12



⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
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令和７（2025）年10月１日から施行
⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等
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柔軟な働き方の選択
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柔軟な働き方の選択
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⑦介護離職防止のための雇用環境整備
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20
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⑧ 介護離職防止のための

個別の周知・意向確認等
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出生後休業支援給付金

育児時短就業給付金
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【雇用保険】出生後休業支援給付 （2025年4月1日施行）
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◆出生後休業支援給付金



【雇用保険】出生後休業支援給付（2025年4月1日施行）
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＜支給額＞

６７％＋１３％＝８０％

給付率８０％は、手取り１００％相当

（税負担・社会保険料が２０％程度）



【雇用保険】出生後休業支援給付 （2025年4月1日施行）

27

＜支給要件①＞
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女性：産後休業後８週間以内

男性：子の出生後８週間以内

【雇用保険】出生後休業支援給付 （2025年4月1日施行）



【雇用保険】出生後休業支援給付（2025年4月1日施行）
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＜支給要件②＞



【雇用保険】出生後休業支援給付（2025年4月1日施行）
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＜支給要件②＞



【雇用保険】育児時短就業給付 （2025年4月1日施行）

◆育児時短就業給付
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被保険者が２歳未満の子
を養育するために時短勤
務をしている場合に、

時短勤務中に支払われた
賃金額の１０％を支給する。

（支給限度額あり）

※令和７年４月１日以降に、
上記時短勤務を開始する
人が対象

時短後の賃金と給付額の
合計が時短前の賃金を超
えないように給付率を調整
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出生：2025/8/29 産前産後：2025/7/14～2025/10/24 育児休業：2025/10/25～

①２歳まで延長した場合 ※復帰日：2024/8/29 ①1歳まで⇒復帰した場合 ※復帰日：2023/8/29 休業前給与 260,000

健康保険 厚生年金 申請期間 給付金額 健康保険 厚生年金 健康保険 厚生年金 申請期間 給付金額

2024 7月 12,974 23,790 2024 7月 12,974 23,790

8月 12,974 23,790 8月 12,974 23,790

9月 12,974 23,790 9月 12,974 23,790

10月 12,974 23,790 214,016 10月 12,974 23,790 214,016

11月 12,974 23,790 181,221 11月 12,974 23,790 181,221
10/25-11/24

★給与

標準報酬月額：260千円 標準報酬月額：260千円 260千円⇒200千円

10/25-12/24

★社会保険料（免除） ★育児休業給付金 ★社会保険料（免除） ★社会保険料（徴収） ★育児休業給付金

8月 12,974 23,790 135,240 8月 -12,974 -23,790 8/25-8/27 13,524

9月 12,974 23,790 135,240 9月 -12,974 -23,790 19,500 9月 195,000

10月 12,974 23,790 135,240 10月 -12,974 -23,790 19,500 10月 195,000

11月 12,974 23,790 135,240 11月 -12,974 -23,790 19,500 11月 195,000

12月 12,974 23,790 135,240 12月 -9,980 -18,300 19,500 12月 195,000

2026 1月 12,974 23,790 135,240 2026 1月 -9,980 -18,300 19,500 1月 195,000

2月 12,974 23,790 135,240 2月 -9,980 -18,300 19,500 2月 195,000

3月 12,974 23,790 135,240 3月 -9,980 -18,300 19,500 3月 195,000

4月 12,974 23,790 135,240 4月 -9,980 -18,300 19,500 4月 195,000

5月 12,974 23,790 135,240 5月 -9,980 -18,300 19,500 5月 195,000

6月 12,974 23,790 135,240 6月 -9,980 -18,300 19,500 6月 195,000

7月 12,974 23,790 135,240 7月 -9,980 -18,300 19,500 7月 195,000

8/25-8/27 13,524 19,500 8月 195,000

324,350 594,750 雇保給付金合計 3,297,485 168,662 309,270 -131,736 -241,560 雇保給付金合計 1,908,605 給与合計 2,340,000

社保免除合計 919,100 社保免除合計 477,932 社保徴収合計 -373,296

トータル 4,216,585 トータル 4,353,241

6/28-8/27

8/25-10/24

10/25-12/24

12/25-2/24

2/25-4/24

4/25-6/24

6/25-8/24

8/28-10/27

10/28-12/27

12/28-2/27

2/28-4/27

4/28-6/27

復帰後給与

【雇用保険】育児時短就業給付 （2025年4月1日施行）



ご清聴ありがとうございました
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